
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号による随意契約について、苫小牧市契約に関する規則第59条
の2第1項の規定に基づき、次のとおり発注見通し及び契約の締結状況を公表します。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
苫小牧市テクノセンター
夜間管理業務

Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 1,314,310
産業経済部

テクノセンター

2 自転車駐車場管理業務
Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 3,084,400
都市建設部

総務課

3 勇武津資料館管理業務
Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 1,620,772
教育部

美術博物館

4
リサイクルプラザ苫小牧
資源物修理等業務

Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 4,125,354
環境衛生部

ゼロごみ推進課

5
中心市街地道路清掃委
託業務

Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 726,176
環境衛生部

ゼロごみ推進課

6
違法駐車等防止啓発活
動業務委託

Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.12 508,226
市民生活部
市民生活課

7
市立保育園業務管理委
託

Ｒ6.4.1～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.1 221,760
健康こども部
こども育成課

8
市営住宅清掃その１業
務

Ｒ6.4.9～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.9 2,384,514
都市建設部

住宅課

9
学校開放（文化）事業管
理業務

Ｒ6.4.12～
Ｒ7.3.31

R6.4 R6.4.11 1,551,139
教育部

生涯学習課

令和６年度随意契約発注見通し及び契約の締結状況

1  契約の相手方
苫小牧市末広町1丁目15番7号
公益社団法人　苫小牧市シルバー人材センター
理事長    守屋 久義

2  契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ高年齢者の雇用安定促進に寄与できるため

３  契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

テクノセンター施設の管理等
開館日の17時～21時

苫小牧駅、沼ノ端駅の自転車駐
車場と歩道上に置かれた自転
車の整備

館内の清掃業務及び敷地・勇払
ふるさと公園内の維持管理業務
（概ね週3回）

大型ごみから選別された家具、
自転車等の清掃及び修理業務
並びに体験学習講師業務

市中心部の道路清掃車が入れ
ない、或いは作業が困難な地区
の車道及び歩道を人力によって
清掃する業務

市内各地域における駐車違反
及び迷惑駐車などの青空駐車
防止対策の啓発を実施

保育園の休園日に保育園の巡
回を行う

市営住宅における住戸内の清
掃
約1,800時間
空家住宅外周等の草刈
約140時間

学校開放（文化）施設（市立西小
学校）における受付・管理業務



10
旧サンプラザビル北側自
転車駐輪場管理業務

R6.4.8～
R6.5.8

R6.5 R6.4.8 30,066
総合政策部

未来創造戦略室

11
旧サンプラザビル北側自
転車駐輪場管理業務

R6.9.3～
R6.10.28

R6.10 R6.9.3 30,066
総合政策部

未来創造戦略室

12
苫小牧市こども相談セン
ター除草作業委託業務

Ｒ6.6.3～
Ｒ6.11.29

R6.5 R6.5.31 145,582
健康こども部
こども相談課

13
学校プール管理運営業
務

R6.7.1～
R6.9.14

R6.6 R6.6.20 1,534,500
教育部
施設課

14
市有地草刈業務（その
５）

R6.6.17～
R6.8.21

R6.6 R6.6.14 323,449
財政部
管財課

15
令和6年度　除草業務
（旧駅前バスターミナル）

Ｒ6.8.1～
Ｒ6.10.31

R6.8月
～10月

中止
総合政策部

まちづくり推進
課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

旧サンプラザビル北側自転車駐
輪場の管理運営

旧サンプラザビル北側自転車駐
輪場の管理運営

こども相談センター敷地内の草
刈業務
計376.95㎡（年２回）

小学校（3校）設置プールの管理
運営業務

市有地の草刈業務
計14,074㎡（年1回）

旧駅前バスターミナルの草刈業
務



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1

苫小牧市ひとり親家庭学
習支援事業（中央会場）
及び生活困窮世帯子ど
もの学習支援事業運営
委託業務

R6.4.1～
R7.3.31

R6.4 R6.4.8 4,729,835

健康こども部
こども支援課

福祉部
総合福祉課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1 令和6年度清掃事業概要
R6.10.1～
R7.3.31

R6.10
環境衛生部

ゼロごみ推進課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

1 契約の相手方
苫小牧市若草町3丁目3番8号
一般社団法人　苫小牧風花の会
理事長　甲谷　由美子

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ母子寡婦及び父子家庭の福祉の向上に寄与できるた
め

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

中学生を対象に教員ＯＢや大学
生等のボランティアによる学習
に関する支援及び相談

1 契約の相手方
苫小牧市日吉町4丁目2番20号
（福）せらぴ　就労支援センターＳｎｏｗＤｒｏｐ・Ｃｌｏｖｅｒ
センター長　二瓶　公介

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者の雇用安定促進に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

印刷製本業務



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
苫小牧市後期高齢者医
療タダとく健診受診券封
入封緘業務

R6.5.7～
R6.5.15

R6.5 R6.4.12 237,600
市民生活部
保険年金課

2

後期高齢者医療被保険
者証並びに限度額適用・
標準負担額減額認定証
及び限度額適用認定証
封入封緘業務

R6.7.1～
R6.7.10

R6.5 R6.5.21 198,750
市民生活部
保険年金課

3
撤去水道メーター分解そ
の10業務

R6.12.4～
R7.2.28

R6.12 R6.12.4 106,700
上下水道部
水道窓口課

4
電子水道メーター受信機
分解その１１業務

R6.12.23～
R7.3.21

R6.12.23 67,100
上下水道部
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
ふるさと農園・浜の交流
館屋外手洗い維持管理
委託業務

R6.5.8～
R6.11.30

R6.4 R6.4.23 518,144
産業経済部

農業水産振興課

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
苫小牧市光洋町1丁目1番18号
NPO法人もなみ会　サポートセンターぷるみえ
施設長　酒井　恵樹

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者の雇用安定促進に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

後期高齢者医療タダとく健診の
受診券及び封入物を指定封筒
へ封入封緘する業務
計　約27,000通（年１回）

後期高齢者医療被保険者証並
びに限度額適用・標準負担額減
額認定証及び限度額適用認定
証と封入物を指定封筒へ封入
封緘する業務
計　約26,000通（年１回）

使用済みの水道メーターの分解
分別

1 契約の相手方
苫小牧市日の出町２丁目８番２３号
ＮＰＯ法人苫小牧市手をつなぐ育成会　ワークセンターるーぷ　ひので
会長　斉藤　フミ子

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者の就労機会の確保に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

ふるさと農園・浜の交流館の巡
回・清掃、農園の草刈り業務等



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
市営住宅清掃その２業
務

R6.4.9～
R7.3.31

R6.4 R6.4.9 2,288,000
都市建設部

住宅課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1 シュレッダー用ごみ袋
R6.4.5～
R6.5.30

R6.4 R6.4.5 154,000
教育部

総務企画課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

1 契約の相手方
苫小牧市末広町３丁目６番１５号
株式会社Ｗｏｒｋｅｒ　ｔｒｉｂｅ
代表取締役　畔木　桂亮

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者雇用安定促進に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

市営住宅における住戸内の清
掃
約130部屋

1 契約の相手方
苫小牧市字勇払276番地の19
南空知リサイクルパーク株式会社苫小牧営業所
所長　長内　継矩

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者雇用安定促進に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

物品購入



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
市有地草刈業務（その
４）

R6.6.24～
R6.8.5

R6.6 R6.6.19 998,060
財政部
管財課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の1業務

R6.8.1～
R6.9.30 R6.７ R6.8.1 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その１業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
北海道苫小牧市栄町2丁目1番1号
NPO法人苫小牧高齢者福祉事業団
理事長　内野　勇

2 契約の相手方の選定理由 選定基準を満たしており、かつ障がい者雇用安定促進に寄与できるため

3 契約の相手方の選定基準

地方自治法施行令第167条の2第1項3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること
又は地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定する団体であり、
かつ当該業務を確実に履行できること

業務の概要

市有地の草刈業務
計28,354㎡（年1回）

1 契約の相手方
苫小牧市大成町1丁目7番1号1F
有限会社EZOコーポレーション　今々亭
代表取締役　長沼　啓示

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の２業務

R6.8.1～
R6.9.30 R6.７ R6.8.1 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その２業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の３業務

R6.8.1～
R6.9.30 R6.７ R6.8.1 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その３業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
苫小牧市宮前町2丁目9番2号
有限会社大有　ファミリーライフしらおい
代表取締役　北條修二

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別

1 契約の相手方
苫小牧市字植苗121番地の8
社会福祉法人緑星の里　青雲
施設長　川村　徳生

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の４業務

R6.8.5～
R6.10.30 R6.8 R6.8.2 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その４業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

3
生ごみ分解処理容器キ
エーロ

R7.2.25～
R7.3.21 R7.2 R7.2.5 32,000

環境衛生部
ゼロごみ推進

課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の５業務

R6.8.5～
R6.10.30 R6.8 R6.8.2 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その５業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
苫小牧市若草町5丁目3番1号
医療法人社団玄洋会　工房四季
施設長　川村　徳生

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別

生ごみ分解処理容器キエーロの
購入

1 契約の相手方
苫小牧市柳町4丁目12番21号
特定非営利活動法人紙風船・とまこまい　就労サポートセンター紙風船
副理事長　福島　正義

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の６業務

R6.8.5～
R6.10.30 R6.8 R6.8.2 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その６業務

R6.11.15～
R7.3.10 R6.11 R6.11.15 94,600

上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の７業務

R6.10.1～
R7.1.10 R6.9 R6.10.1 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その８業務

R6.12.23～
R7.3.21

R6.12.23 67,100
上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
苫小牧市表町1丁目3番4号大東ビル3F
株式会社進幸　POPサポート苫小牧
代表取締役　渡邊　典子

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別

1 契約の相手方
苫小牧市北栄町3丁目11番3号
社会福祉法人　緑星の里　永光
施設長　堀　信

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の８業務

R6.10.28～
R7.1.30 R6.11 R6.10.28 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その９業務

R6.12.23～
R7.3.21

R6.12.23 67,100
上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
撤去水道メーター分解そ
の９業務

R6.10.28～
R7.1.30 R6.11 R6.10.28 106,700

上下水道部'
水道窓口課

2
電子水道メーター受信機
分解その１０業務

R6.12.23～
R7.3.21

R6.12.23 67,100
上下水道部'
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別

1 契約の相手方
苫小牧市字美沢193番1
社会福祉法人　美々川福祉会　障がい福祉サービス事業所　美々川デイセンター
施設長　田川　儀浩

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別

1 契約の相手方
苫小牧市字植苗121番地7
社会福祉法人　緑星の里　ワークランドのぞみ
施設長　岩佐　征孝

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーターの分解
分別



Ｎｏ. 業務委託等の名称 履行期間
発注
予定
時期

契約日
契約金
額（円）

担当課

1
電子水道メーター受信機
分解その７業務

R6.11.15～
R7.3.10

R6.11 R6.11.15 94,600
上下水道部
水道窓口課

「契約日」「契約金額」が空欄の場合は、まだ契約を締結していません。

1 契約の相手方
苫小牧市春日町1丁目6番25号
株式会社クローバーリング　就労継続支援B型事業所　みのり
代表取締役　土橋　浩司

2 契約の相手方の選定理由
選定基準を満たしており、かつ就労支援の場を創出して障がい者福祉に寄与できる
ため

3 契約の相手方の選定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号、及び地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第1号及び第3号にて規定する団体であり、業務の参加を希望し、かつ当該
業務が確実に履行できること

業務の概要

使用済みの水道メーター受信機
の分解分別


